
 

 

埼玉県栄養関係功労者知事表彰実施要綱  

 

１  目的  

  栄養改善及び食生活改善事業の普及向上等に、功労のあった

者の労苦に報いるとともに、優良な特定給食施設等については、

他の模範とするため知事表彰を行い、もって栄養行政の一層の

推進に資するものである。  

 

２  表彰基準  

  次に掲げるものとする。ただし、叙勲受章者、褒章受章者、

同一功績により厚生労働大臣表彰及び知事表彰を受賞した者、

並びに県機関、県職員は除く。  

 (1) 栄養指導業務功労者  

    現在、栄養士の免許を有する者であって、常に第一線にあ

って実際の栄養  指導業務を担当し、栄養士としての活動に特

に顕著な功績があったと認められる者の当該年４月１日にお

いて、次の各号のいずれにも該当するもの。  

  ア  功績に係る従事年数が２０年以上で、かつ、県内での従

事年数が１０年以上であること。  

  イ  年齢が５０歳以上であること。  

  ウ  原則として、保健所長、公益社団法人埼玉県栄養士会 会

長、もしくは県組織団体等の長からの表彰歴がある者。た

だし、功績によっては表彰歴を問わない。  

 (2) 栄養士養成功労者  

    現に県内の栄養士、管理栄養士養成施設の設立者（法人に

あってはその代表者）施設長または、教職員であって、栄養

士、管理栄養士養成のため特に顕著な功績があったと認めら

れる者で、当該年４月１日において次の各号のいずれにも該

当するもの。  

  ア  功績に係る施設での従事年数が １０年以上（教職員につ

いては１５年以上）で、かつ、県内施設での従事年数が ５

年以上（教職員については８年以上）であること。  

  イ  年齢が５０歳以上であること。  

 (3) 調理師養成功労者  

    現に県内の調理師養成施設の設立者（法人にあってはその

代表者）施設長または、教職員であって調理師養成のため、

特に顕著な功績があったと認 められる者で、当該年４月１日

において次の各号のいずれにも該当するもの。  



 

 

  ア  功績に係る施設での従事年数が １０年以上（教職員につ

いては１５年以上）で、かつ、県内施設での従事年数が ５

年以上（教職員については８年以上）であること。  

  イ  年齢が５０歳以上であること。  

 (4) 優良特定給食施設  

    給食の管理運営が特に優秀であり、他の模範とすべき特定

給食施設であって、次の各号のいずれにも該当するもの。  

  ア  当該年４月１日において、特定給食施設としての実績を

１０年以上有する施設であって、栄養改善のための効果が

顕著であること。  

  イ  合理的な給食管理組織が確立されており円滑な運営がな

されていること。  

  ウ  給食業務の合理化及び喫食者の栄養指導がよく行われて

いること。  

  エ  喫食者中心の給食への配慮及び給食改善のための調査研

究がよく行われ、その結果が栄養改善に結びついているこ

と。  

  オ  施設及び設備が整備されており、食品衛生監視結果の成

績がよく、かつ、過去に行政処分を受けたことのないこと。  

 

３  被表彰候補者の推薦  

 (1) 栄養指導業務功労者及び優良特定給食施設  

   保健所を設置する市の市長、 県保健所長及び公益社団法人

埼玉県栄養士会会長は、前項の表彰基準の該当者について 、

総括表、推薦調書（栄養指導業務功労者にあっては、様式１

－１、１－２、優良特定給食施設にあっては、様式 ２－１、

２－２）を作成し、関係書類を添えて推薦すること。  

 (2) 栄養士養成功労者及び調理師養成功労者  

   健康長寿課長及び保健所長は、前項の表彰基準の該当者に

ついて、総括表、推薦調書（様式１－１、１－２）を作成し、

関係書類を添えて推薦すること。  

 

４  被表彰者の決定  

  前項により推薦された者については、保健医療部内に設置す

る「表彰調整会議」を経て被表彰者を決定する。  

  原則として、表彰人員（施設）は、栄養指導業務功労者５名、

栄養士・調理師養成功労者各２名、優良特定給食施設３施設以

内とする。  



 

 

 

５  表彰の場所  

  毎年、埼玉県栄養士大会において行う。  

 

  附  則  

 この要綱は、平成元年４月１２日から施行する。  

  附  則  

 この要綱は、平成３年２月１５日から施行する。  

  附  則  

 この要綱は、平成９年３月１２日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。  

    附  則  

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成２３年３月１６日から施行する。  

    附  則  

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

    附  則  

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

  附  則  

 この要綱は、平成２５年３月１１日から施行する。  

  附  則  

 この要綱は、平成２６年３月１１日から施行する。  

  附  則  

 この要綱は、平成２７年３月６日から施行する。  

  附  則  

 この要綱は、令和４年２月１日から施行する。  

  附  則  

 この要綱は、令和８年２月１日から施行する。  

 


